
１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

平成１３年５月１日以後（　　　　　 平成２１年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

他区においても類似の事業があるが、区の特性に応じてそれぞれの区が策
定するものである。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

特定財源

見直し内容 行政の透明性を確保し、区民の信頼を得るため、引き続き実施するべき事業である。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

外部評価を行う際に最低限必要な経費を支出しているが、区政に対する区
民の理解と信頼を深めるために有効な事業である。

左記として判断した根拠

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

区の特性を生かしたまちづくりを積極的に推進するため、区政の取組姿勢や区民サービスの具体的な目標などを明らかにした区長マ
ニフェストを策定する。また、年度ごとに自己評価・外部評価を行い、その検証結果を反映させることで、行政活動の透明性や市民の
満足度を高める。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・

大宮区まちづくり推進事業

048-646-3010責任者 問い合わせ先小林　盛遠

コード 03803001 － 001
区長マニフェスト策定・評価事業

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 大宮区役所　区民生活部　総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

有効性

根拠

区政運営にあたっての取組姿勢や、区民サービスの具体的な目標を、区民
の皆様にわかりやすく説明する責任があるため、必要な事業である。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

区政運営を行うために、区役所が策定するものである。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続

⇒ ウ

左記として判断した根拠

　事務改善

風水害等が発生した際に、応急的な対策を行う。

市民の生命、身体及び財産の安全を確保するために必要な事業である。

左記として判断した根拠

災害対策基本法等に基づき、埼玉県、指定地方行政機関、指定公共機関並
びに指定地方公共機関及び公共的団体と相互に協力し、実施するものであ
る。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

事業開始年度

事業概要

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　　　平成１５年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

048-646-3010責任者 問い合わせ先小林　盛遠所管部署 大宮区役所　区民生活部　総務課　

大宮区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

風水害等応急対策事業

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

コード 03803001 － 002

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

防災課にて同様の事業があり、いずれも予備費として予算措置をしていること
から、統合は可能である。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

見直し内容
風水害の発生時期や応急対策経費を見込むのは不可能であるため、予算は発生時に必要な額を防災課にて措置するよう平成２３年度
から見直しを行う。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）

2



１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

市民の安心安全に対するニーズは非常に高く、安心・安全な交通環境を維
持することが不可欠と判断した。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

有効性

根拠

「交通事故防止」「道路照明の維持による防犯」「区民の安全な交通環境の維
持、改善」等から市民に必要な事業と判断した。

5.その他（                                                       ）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 大宮区役所　区民生活部　総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

大宮区まちづくり推進事業

048-646-3010責任者 問い合わせ先小林　盛遠

コード 03803001 － 003
交通安全施設維持管理経費

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

破損した道路照明施設、道路反射鏡等の機能を修復し、安全な生活環境を維持する。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容
市民がしあわせを実感でき、安心して暮らせるよう快適な交通環境の維持に努める必要があることから、継続して交通安全施設の維持を
行う必要がある。また、地球温暖化対策の推進のため、省エネルギー機種（ＬＥＤ照明灯）に転換を図る。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

道路照明灯設置・道路反射鏡修繕・路面表示等、その都度業者委託してい
る。

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

カ

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）

3



１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

見直し内容 市民が快適にトイレが利用できるように、便器破損及び詰まり等の緊急修繕を迅速に実施する。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード 03803001 － 004

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第５条

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 大宮区役所　区民生活部　総務課

大宮区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

公衆便所維持管理経費

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

048-646-3010責任者 問い合わせ先小林　盛遠

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

左記として判断した根拠

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

⇒ ク

左記として判断した根拠

　事務改善

大宮区内に3箇所設置された公衆トイレの維持管理を行い、市民が快適に利用できる衛生環境を整え、市民の利便性の確保に努め
る。

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

一部民間業者に委託している。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

【川崎市・相模原市】：全て委託業者にて対応（職員駆除なし）、【横浜市】：全
て委託しているペスト協会へ紹介（職員駆除なし）、【千葉市】：千葉県害虫防
除協同組合へ紹介（職員駆除なし）

有効性

根拠

全国的にも安心安全に対するニーズは、非常に高く、市民に必要な事業で
あると判断した。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 大宮区役所　区民生活部　総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

大宮区まちづくり推進事業

048-646-3010責任者 問い合わせ先小林　盛遠

コード 03803001 － 005
衛生害虫駆除経費

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

市民からスズメバチ等の駆除要望に迅速に対応し、巣を撤去・処分することにより、市民の安全と安心を確保する。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容 夏季に市民からの駆除依頼が集中するため、依頼日即日に駆除できるよう職員による直営体制と業者委託で業務を実施する。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

職員による駆除作業が困難な箇所について一部民間委託している。

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

見直し内容
 　道路の陥没、破損、汚水取付け管閉塞等の緊急修繕工事は、公共施設の危険回避と機能確保をすることで、市民生活の安全と安定
のために、公共施設の管理者として、今後も迅速な対応に努める。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード 03803001 － 006

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令
道路法第16条第1項・同法第42条第1項
下水道法第3条第1項・同法第21条の2第1項

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 大宮区役所　区民生活部　総務課

大宮区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

土木緊急修繕等経費

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

048-646-3010責任者 問い合わせ先小林　盛遠

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

左記として判断した根拠

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

⇒ ク

左記として判断した根拠

　事務改善

◆ 区民からの生活道路・下水道等の修繕要望に対する緊急対応。
◆ 汚水取付け管の清掃委託業者にて対応。
◆ 軽微以外の工事・修繕は北部建設事務所にて対応。

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

交通事故撲滅に向け、市・警察・交通安全協会等が協力して取り組む事業で
あるため、市が実施すべき事業と判断した。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

関東指定都市（横浜市、川崎市、千葉市、相模原市）全てが警察署・交通安
全協会等との協働により、キャンペーンや啓発品を配布しながら交通事故防
止を呼びかけている。

有効性

根拠

全国的に取り組んでいる交通安全運動の啓発のため、市民に必要な事業と
判断

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 大宮区役所　区民生活部　総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

大宮区まちづくり推進事業

048-646-3010責任者 問い合わせ先小林　盛遠

コード 03803001 － 007
交通安全啓発経費

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

交通安全対策に対して、市民の意識を高揚させるため、啓発用チラシ・ポスターの配布や立看板を設置することにより、市民の交通事
故防止対策を図り、交通事故の減少に努める。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容
全国的に取り組んでいる交通安全運動の啓発であり交通事故撲滅に向け、市・警察・交通安全協会等が協力して取り組む事業であるた
め、継続と判断した。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

見直し内容 　地域ぐるみで美化活動を推進することにより、きれいな街づくりに繋がり、心にゆとりができることによって犯罪防止にも関与できる。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード 03803001 － 008

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 大宮区役所　区民生活部　総務課

大宮区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

安全まちづくり推進事業

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

048-646-3010責任者 問い合わせ先小林　盛遠

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　平成15年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　鉄道の拠点として、多くの市民や来訪者が利用する大宮駅周辺の環境美
化を実施することにより、美化意識の啓蒙を図り、きれいで犯罪の無い街づく
りを目指すため。

左記として判断した根拠

　市民団体等が自主的に実施することが理想であるが、現段階では、市がイ
ニシアチブを取って、協働事業として実施することや、団体に支援していくこ
とが必要。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

⇒ ク

左記として判断した根拠

　事務改善

◆ 大宮区の安心・安全な街づくりと、環境美化を推進するため、職員をはじめ、地域団体（アルディージャ等）との協働による清掃活
動。
◆ 地域のボランティア団体等への清掃用具の配布および環境美化意識向上のための啓発品配布。

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３　見直しの方向性

有効性

　廃止又は凍結

見直し内容
   現在、区民会議、コミュニティ会議の活性化に向けた検討がなされている状況下で、今後区民会議の役割や機能をさらに生かし、活発
化していくために事業は継続していく必要がある。

エ

効率性

区民会議は区民が主体となってまちづくりを実践していくものであり、市民に
必要な事業である。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

左記として判断した根拠

国や県、民間で同様、類似の事業はない。

メルクマール

所管部署 大宮区役所　区民生活部　総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

　　無

妥当性

009
大宮区まちづくり推進事業

048-646-3010責任者 問い合わせ先小林　盛遠

左記として判断した根拠

県との見直し協議が必要な事業（B)

区民会議運営事業
コード 03803001

事業類型

   区民会議の活動（地域の諸課題についての協議、まちづくりのための活動）の支援、及び会議の運営（全体会、部会の会議を年間
８０回開催）を行う。

事業開始年度

－

　移　管

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　縮　小

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

イ

区民会議の活動が一定の成果として表れており、費用に対する一定の効果
を満たしている。

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

根拠　　有

１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

平成１３年５月１日以後（１５年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

　継　続

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

本市の他の部署では、類似の事業を行っていない。但し区役所すべてに区
民会議は設置されている。

実施方法

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

事業概要

1.全部直営 2.一部委託

・特定財源

区民会議活動支援のため、民間コンサルタントに業務委託をしている。

点検後の
方向性

ア

ウ 　統廃合 クキ

ク

⇒
　終　了

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３　見直しの方向性

見直し内容 　今後さらにフェアの企画内容等の充実を図りながら、参加者の輪を広げ、当該事業を継続実施していく必要がある。

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

点検後の
方向性

ア

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

他の区において、類似の事業を実施している。今後の区のあり方、まちづくり
事業の展開で他の区との類似事業の統合も不可能ではないと考える。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

効率性

有効性

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

－ 010

所管部署 大宮区役所　区民生活部　総務課

大宮区まちづくり推進事業

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード

平成１３年５月１日以後（１５年度）

2.一部委託 4.補助金

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

　　有

03803001

実施方法

区民ふれあいフェア実施事業

事務事業名

事業名

1.全部直営

メルクマール

事業類型 県との見直し協議が必要な事業（B) 根拠法令

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

048-646-3010責任者 問い合わせ先小林　盛遠

市民との協働事業（イベント）として継続実施しているものであり、市民ニーズ
も高い事業である。

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

左記として判断した根拠

妥当性

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

大宮区の郷土づくり、地域の連帯感、郷土意識の醸成を図ることを目的として、地域・区民参加型の区民まつりイベントとして実施す
る。

根拠特定財源 　　無・

左記として判断した根拠

国や県、民間で同様、類似の事業はない。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ク

⇒ ク

例年多くの参加者があり、定着化した事業として区民に親しまれ好評を得て
いる。費用に対する一定の効果を満たしている。

左記として判断した根拠

広報啓発業務について一部民間に業務委託をしている。

　事務改善

事業参加者（ブース出展者）からの参加費徴収といった受益者負担による歳
入確保は可能である。

　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小 　拡　大

　終　了

　継　続

オ

カ

キ

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３　見直しの方向性

有効性

　廃止又は凍結

見直し内容    今後さらに地域コミュニティの活性化を図っていくためにも、当該事業を継続実施していく必要がある。

エ

効率性

区民参加による地域コミュニティの醸成、まちづくりの振興を図る目的からし
て、市民に必要な事業である。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

左記として判断した根拠

国や県、民間で同様、類似の事業はない。（但し県においてはNPO団体への
補助制度あり）

メルクマール

所管部署 大宮区役所　区民生活部　総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

　　無

妥当性

011
大宮区まちづくり推進事業

048-646-3010責任者 問い合わせ先小林　盛遠

左記として判断した根拠

県との見直し協議が必要な事業（B)

コミュニティ会議補助事業
コード 0383001

事業類型

 コミュニティ会議として登録している団体が実施する事業に係る費用を補助する事業である。

事業開始年度

－

　移　管

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　縮　小

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

イ

補助事業の対象、条件について一定の制限があり、事業目的に対する費用
対効果は満たしている。

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

根拠　　有

１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

平成１３年５月１日以後（１５年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

　継　続

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

他の区役所においてもコミュニティ会議の補助制度があり、また他の部署に
おいてもまちづくり活動団体等への補助制度がある。統合、代替は可能であ
る。

実施方法

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

事業概要

1.全部直営 2.一部委託

・特定財源

点検後の
方向性

ア

ウ 　統廃合 クキ

ク

⇒
　終　了

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３　見直しの方向性

見直し内容
   区の独自のソフト事業として、区民の郷土意識の醸成、地域コミュニティの活性化を図る目的として実施する事業であり、今後も継続し
ていく必要がある。

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

点検後の
方向性

ア

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

他の区役所においても類似の事業を実施している。統合は可能である。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

効率性

有効性

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

－ 012

所管部署 大宮区役所　区民生活部　総務課

大宮区まちづくり推進事業

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード

平成１３年５月１日以後（１５年度）

2.一部委託 4.補助金

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

　　有

03803001

実施方法

ふるさとづくり事業

事務事業名

事業名

1.全部直営

メルクマール

事業類型 県との見直し協議が必要な事業（B) 根拠法令

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

048-646-3010責任者 問い合わせ先小林　盛遠

郷土意識の醸成と地域コミュニティの活性化を図る目的として実施するもので
あり、市民に必要な事業である。

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

左記として判断した根拠

妥当性

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

   区の独自事業として、区内の地域資源を活用し郷土意識の醸成と地域コミュニティの活性化を図る目的として実施する事業。

根拠特定財源 　　無・

左記として判断した根拠

区の独自事業として実施するものであるが、その個別の事業においては一
部、県や民間においても類似の事業がある。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ク

⇒ ク

ふるさとづくりの個別事業いずれも例年多くの参加者があり、定着化した事業
として区民に親しまれ好評を得ている。費用に対する一定の効果を満たして
いる。

左記として判断した根拠

各個別事業のうち、企画、設営等にかかる業務について一部民間委託をして
いる。

　事務改善

各個別事業のうち、参加者からの受益者負担による歳入確保は可能な事業
もある。

　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小 　拡　大

　終　了

　継　続

オ

カ

キ

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３　見直しの方向性

有効性

　廃止又は凍結

見直し内容
   現在、区民会議、コミュニティ会議の活性化に向けた検討がなされている状況下で、今後区民会議の役割や機能をさらに生かし、活発
化していくために事業は継続していく必要がある。

エ

効率性

区民会議・市民の協働事業として今後も実施していく必要がある。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

左記として判断した根拠

国や県、民間で同様、類似の事業はない。

メルクマール

所管部署 大宮区役所　区民生活部　総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

　　無

妥当性

013
大宮区まちづくり推進事業

048-646-3010責任者 問い合わせ先小林　盛遠

左記として判断した根拠

県との見直し協議が必要な事業（B)

まちづくり支援（まちづくりフォーラム）事業
コード 03803001

事業類型

   大宮区の魅力あるまちづくりを市民と考え、また区民会議の活動紹介の場として実施する事業。

事業開始年度

－

　移　管

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　縮　小

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

イ

区民会議が主体となって区民とともにまちづくりを考える場として実施する当
事業の意義は大きい。費用に対する一定の効果がある。

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

事業の企画内容によっては参加者からの受益者負担による歳入確保は可能
である（講演会参加費、資料代等）。

根拠　　有

１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

平成１３年５月１日以後（１５年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

　継　続

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

本市の他の部署では、類似の事業を行っていない。但し区役所すべてに区
民会議は設置されており、何らかのかたちで活動報告会は実施している。

実施方法

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

事業概要

1.全部直営 2.一部委託

・特定財源

広報、啓発業務の一部に民間委託をしている。

点検後の
方向性

ア

ウ 　統廃合 クキ

ク

⇒
　終　了

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３　見直しの方向性

見直し内容
  市報区版の編集や広報ガイドマップ等の作成業務は市民からその成果物を求める声、評価も高く極めて重要な業務である。今後新た
なメディアや媒体による広報活動等の展開も検討しながら継続実施していく必要がある。

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

点検後の
方向性

ア

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

他の区においても同様の事業として実施しているが統合すべきものではな
い。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

効率性

有効性

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

－ 014

所管部署 大宮区役所　区民生活部　総務課

大宮区まちづくり推進事業

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード

平成１３年５月１日以後（１５年度）

2.一部委託 4.補助金

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

　　有

03803001

実施方法

広報紙・ガイドマップ等作成広報事業

事務事業名

事業名

1.全部直営

メルクマール

事業類型 県との見直し協議が必要な事業（B) 根拠法令

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

048-646-3010責任者 問い合わせ先小林　盛遠

市民からのニーズが高い事業である。

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

左記として判断した根拠

妥当性

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

   市報さいたま大宮区版の編集、大宮区を紹介するガイドブック等の作成など区民に対する広報物の作成等の業務である。

根拠特定財源 　　無・

左記として判断した根拠

国や県、民間で同様、類似の事業はない。（ただし、県には県民、県域対象
の広報紙や各種マップ等あり）

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ク

⇒ ク

区民ニーズも高く、また最小限の費用で内容充実した成果物を作成してお
り、効果は大きい事業である。

左記として判断した根拠

広報物の印刷、作成等について一部民間に業務委託をしている。
市報区版編集業務についてはボランティアを活用している。

　事務改善

　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小 　拡　大

　終　了

　継　続

オ

カ

キ

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３　見直しの方向性

有効性

　廃止又は凍結

見直し内容
  市民が生き生きと心豊かに暮らせる「花や緑の豊かなまち」を実現するために実施する当事業の効果は大きく期待できることから、今後
事業を拡大し実施していく必要がある。

エ

効率性

花や緑の豊かなまちの実現のために市民にとって必要な事業である。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

左記として判断した根拠

民間において緑化推進の事業等実施している。

メルクマール

所管部署 大宮区役所　区民生活部　総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

　　無

妥当性

015
大宮区まちづくり推進事業

048-646-3010責任者 問い合わせ先小林　盛遠

左記として判断した根拠

県との見直し協議が必要な事業（B)

花と緑のまちづくり推進事業
コード 03803001

事業類型

   区民が身近に花や緑に出会う機会を創出し区民同士のふれあいや連携を深めることを目的として、花や緑があふれるまちづくりとし
て実施する事業である。

事業開始年度

－

　移　管

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　縮　小

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

イ

事業目的を達成のために必要最小限の費用でもって実施していくが、大きな
効果を満たせすことができる事業である。

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

根拠　　有

１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

平成１３年５月１日以後（１５年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

　継　続

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

他の部署の一部において類似の事業がある。統合は可能であるが今後の検
討課題である。

実施方法

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

事業概要

1.全部直営 2.一部委託

・特定財源

点検後の
方向性

ア

ウ 　統廃合 カキ

ク

⇒
　終　了

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３　見直しの方向性

見直し内容
　犯罪発生率を減少させ、安全で安心して暮らせる地域社会を作っていくためには、引き続き更に充実した防犯事業を実施していく必要
がある。

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

点検後の
方向性

ア

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

他の区においても一部、同様の事業として実施しているものがあるが、統合
すべきものではない。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

効率性

有効性

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

－ 016

所管部署 大宮区役所　区民生活部　総務課

大宮区まちづくり推進事業

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード

平成１３年５月１日以後（　平成１６年度）

2.一部委託 4.補助金

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

　　有

03803001

実施方法

安全なまちづくり防犯事業

事務事業名

事業名

1.全部直営

メルクマール

事業類型 県との見直し協議が必要な事業（B) 根拠法令

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

048-646-3010責任者 問い合わせ先小林　盛遠

安心で安全な住みよい地域社会を実現するためには必要な事業である。

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

左記として判断した根拠

妥当性

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

　大宮区は、県下市町村の中で最も犯罪発生率の高い地区であるため、区民、防犯活動団体、警察等で組織する「大宮区安全なま
ちづくり協議会」が、防犯のつどい、環境浄化キャンペーン、防犯講習会等、防犯対策事業を実施し、区民が安心して生活できる環境
づくりを推進する。

根拠特定財源 　　無・

左記として判断した根拠

区民の防犯意識を高め、犯罪発生率を減少させていくには、区と地域住民の
連携が必要であり、継続的に地域の防犯活動を支援する必要がある。

5.その他（防犯活動団体等との協働による実施）　　　

ク

⇒ カ

地道な防犯活動の積み重ねにより、徐々にではあるが街頭犯罪件数は減少
傾向にある。また、各地域では自主防犯団体も結成され、防犯活動も活発に
なってきた。

左記として判断した根拠

　事務改善

　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小 　拡　大

　終　了

　継　続

オ

カ

キ

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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